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年末・年始における犯罪被害の防止
～犯罪被害に遭わないための対策をしよう～

【 生活安全企画課 】

侵入を防ぐ防犯対策
年末年始を迎え、ご自宅を不在にする機会も多くなると思います。

自宅に侵入する犯罪から身を守るためには、自主防犯がとても大切です。

ご家庭や各町内会で防犯対策をして、安全安心な年末年始を迎えましょう。

○ ご家庭で出来る防犯対策

・ 「錠と鍵」を強化

ピッキング、サムターン回しなどによる外部から

の開錠に時間のかかる「錠」や「鍵」への交換

・ 窓ガラスの強化

防犯ガラスの採用、防犯フィルムを貼付するなど

外部からの侵入を防止

○ 町内会での防犯対策

・ 近隣住民とのコミュニケーションの強化

不審者・不審車両の情報等を住民同士で共有し、

不審者が活動しにくい環境作りをしましょう。

・ 防犯カメラの設置

不審者等を近づけない環境作りに防犯カメラの

設置は有効です。

町内会で防犯カメラの設置を検討しましょう。

○ 特殊詐欺の犯人からの電話の多くに国際電話番号が利用されています！

固定電話は、国際電話不取扱いセンターへ申込みで、無償で対策ができます。

詳しくは 国際電話不取扱いセンター0120-210-364又は生活安全企画課犯罪

抑止対策係まで


